


















　農業経営主の高齢化、後継者不足が深刻な問題となっています。
農業を守り持続するため、農家子弟の親元への就農など農業を始めてみませんか。

農業を始めてみませんか !

家族経営協定の締結を！
　家族農業経営は、経営と生活の境目が明確でなく、各世帯員の役割や労働時間、労

働報酬などの就業条件があいまいになりがちです。

 「家族経営協定」は、家族が対等で話し合いを進め、経営方針、労働報酬、休日、家事

などを取り決めることができるため、ライフバランス実現の有効な手段となります。

農地の転用、
所有権移転には許可が必要です！

農地を相続したときは
届出が必要です！

　農地を宅地や駐車場など農地以外に転用する
場合や農地の権利（所有権、賃借権等）取得を
行う場合は、農業委員会の許可が必要です。

　農地を権利を相続により取得した場合は、

農業委員会に遅滞なく届出が必要です。

農業者年金に加入して安心で豊かな老後を！
６５歳以上の夫婦２人の家計費は、現金支出で月額２２万円４千円必要と言われています。
（総務省家計調査などより）
国民年金の支給額は、４０年加入の場合、夫婦あわせて月額約１３万円です。
あなたの老後の生活への備えは十分ですか？

●年間６０日以上農業に従事
●６５歳未満
●国民年金第１号被保険者（ただし、保険料納付免除者でないこと。）
　６０歳以上は、国民年金の任意加入被保険者

農業者年金へは、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。

全国農業新聞の購読を！

毎週金曜日発行　購読料 ： 月額700円

・ 農業経営に役立つ情報満載！
・ 地域づくりのヒントがいっぱい！
・ くらしや生活に役立つ話題たくさん！

　農業委員、農地利用最適化推進委員、又は農業委員会事務局（０２８７－６２－７１８６）まで
お問い合わせください。

お問い合わせは
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